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具体的に要求されるデータ 

 想定ケース２（情報開示要求側の企業独自の質問） 
 
 2014年度に当社に出荷いただいた製品の、最上流（原料採掘）

から当社に届くまでの排出量と算定条件を報告してください。 
 排出量     t-CO2 
 使用した排出係数データベース 
 
 
 

 算定範囲（バウンダリ） 
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ケース２は 
最上流からの排出量 

想定ケース２ 例題・解説 



主に考慮すべき点（算定範囲） 
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要求側企業 回答側企業 回答側企業の 
サプライヤー 

回答側企業の 
サプライヤーの 
サプライヤー 

 「製造時のみの排出」と「最上流（原料採掘）からの排出」の違い 
 

 

製造時のみの排出 

最上流（原料採掘）からの排出 

この範囲の排出量は、排出係数から推計
可能。排出係数は、公開情報から収集可。 

想定ケース２ 例題・解説 

① 

③ 

想定ケース２ 
はこちら 
（青点線） 

廃棄物処理 

② ④ 

⑤ 
廃棄物関連の活動
を含むかはケース
によって異なる 



算定範囲 
① 最上流～サプライヤーでの製造まで 

スライド28-29で解説 
② サプライヤー～回答側企業の輸送 

スライド30-31で解説 
③ 回答側企業での製造（Scope1,2） 

想定ケース１演習と同様の計算（ここでは省略し、想定
ケース1同様100t-CO2とする。） 

④ 回答側企業～要求側企業の輸送 
スライド32で解説 

⑤ 回答側企業～廃棄物輸送及び廃棄物処理 
スライド33-34で解説 
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主に考慮すべき点（算定範囲） 
想定ケース２ 例題・解説 



①最上流～サプライヤーでの製造までの排出量 

 排出係数（例） 
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想定ケース２ 例題・解説 

生産者価格：生産者が出荷する段階での販売価格 
購入者価格：消費者（需要者）が購入する段階での 
 流通コスト（商用マージンおよび輸送マージン）を含む価格 

【出典】サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース（ver.2.2） 
（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/business/files/tools/DB_v2.2.pdf） 
[５]産業連関表ベースの排出原単位 

※ 



 ＜例＞肉加工品を100t（178.4百万円）購入 
 物量ベースの算定 

 100(t) × 9.60 (t-CO2/t) = 960(t-CO2) 

 
 金額ベースの算定 

 178.4(百万円) × 5.38(t-CO2/百万円) = 960(t-CO2) 
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①最上流～サプライヤーでの製造までの排出量 
想定ケース２ 例題・解説 



②サプライヤー～回答側企業の輸送 

 サプライヤー～回答側企業の輸送の算定 
 燃料法 

 燃料使用量(L) × CO2排出係数(kg-CO2/L) 

 燃費法 
 （輸送距離(km)／燃費(km/L)） × CO2排出係数(kg-CO2/L) 

 トンキロ法 
 輸送重量(t) × 輸送距離(km) × CO2排出係数(kg-CO2/t・km) 
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想定ケース２ 例題・解説 



 燃料法 
 ガソリン4,000(L)を使用している場合（排出係数は2.5t-
CO2/kLと想定） 
 4,000(L) / 1,000(L/kL) × 2.5(t-CO2/kL) = 10(t-CO2) 

 燃費法 
 輸送距離20,000(km)、燃費5(km/L)の場合（排出係数は
2.5t-CO2/kLと想定） 
 20,000(km) / 5(km/L) / 1000(L/kL) × 2.5(t-CO2/kL) = 
10(t-CO2) 

 トンキロ法 
 輸送重量5(t)、輸送距離20,000(km)の場合（排出係数は
0.1t-CO2/t・kmと想定） 
 5(t) × 20,000(km) × 0.0001(t-CO2/t・km) = 10(t-CO2) 
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②サプライヤー～回答側企業の輸送 

排出係数は架空の数値です。実際の算定時には、例えば、次の文献が利用可能です。 
経済産業省・国土交通省「物流分野のCO2排出量に関する算定方法ガイドライン」 
http://www.greenpartnership.jp/pdf/co2/co2brochure.pdf 

想定ケース２ 例題・解説 



④回答側企業～要求側企業の輸送 

 算定方法は、以下の２種類（Ａ,Ｂ）に大別。 
 Ａ．②と同様の方法 
 Ｂ．省エネ法の荷主責任報告値をアロケーション 

 アロケーションの指標（例） 
 トンキロ比（概算含） 
 出荷重量比 
 出荷距離比 
 出荷金額比 
 … 
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想定ケース２ 例題・解説 

50% 

30% 

20% 

500 
t-CO2 

300 
t-CO2 

200 
t-CO2 

B社向け回答 

C社向け回答 

（例）各社向けの 
   出荷重量比 

荷主責任報告値 
（出荷輸送関連） 
1,000 t-CO2 

A社（要求側企業） 
向け回答 



⑤回答側企業～廃棄物輸送及び廃棄物処理 

 廃棄物輸送と廃棄物処理について算定。 
（廃棄物関連の活動を含むかはケースによって異なる） 
 廃棄物輸送は、基本的に④と同様の算定方法 
 廃棄物処理の排出量の算定方法 

 廃棄物種類別排出量[t]×CO2排出係数[t-CO2/t] 
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想定ケース２ 例題・解説 

 排出係数（例） 

【出典】サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース（ver.2.2） 
[９]廃棄物種類別排出原単位 

廃棄物輸送に伴う排出量を、④の方法
で算定できた場合「廃棄物輸送段階 除
く」の原単位を用いることで、廃棄物
処理由来の排出量だけを算定し、廃棄
物輸送に伴う排出量に加算する。 

廃棄物輸送に伴う排出量を、④の方法
で算定できない場合「廃棄物輸送段階 
含む」の原単位を用いることで、廃棄
物処理＋廃棄物輸送由来の排出量を算
定できる。 



⑤回答側企業～廃棄物輸送及び廃棄物処理 

 廃棄物輸送と廃棄物処理について算定。 
（廃棄物関連の活動を含むかはケースによって異なる） 
 廃棄物輸送及び廃棄物処理の 
 排出量をアロケーション 

 アロケーションの指標(例) 
 生産量比 
 出荷量比 
 出荷金額比 
 原価比 
 … 
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想定ケース２ 例題・解説 

50% 

30% 

20% 

50 
t-CO2 

30 
t-CO2 

20 
t-CO2 

B社向け回答 

C社向け回答 

(例)各社向けの 
生産量比 

廃棄物輸送と廃棄物処理の排出量 
100 t-CO2 

A社（要求側企業） 
向け回答 



算定結果 
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想定ケース２ 例題・解説 

算定結果 
① 最上流～サプライヤーでの製造まで 

 960t-CO2 
② サプライヤー～回答側企業の輸送 

 10t-CO2 
③ 回答側企業での製造（Scope1,2） 

 100t-CO2 
④ 回答側企業～要求側企業の輸送 

 200t-CO2 
⑤ 回答側企業～廃棄物輸送及び廃棄物処理 

 20t-CO2 
 

 上記の合計（回答内容） 
 1,290t-CO2 



具体的に要求されるデータ（回答例） 
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想定ケース２ 例題・解説 

 想定ケース２（情報開示要求側の企業独自の質問） 
 2014年度に当社に出荷いただいた製品の、最上流から当社

に届くまでの排出量と算定条件を報告してください。 
 排出量  1,290 t-CO2 
 使用した排出係数データベース 
 
 
 

 算定範囲（バウンダリ） 
 
 
 

 

サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位 
データベース（ver.2.2）[5]産業連関表ベースの排出原単位, 
……………… 

工場における2014年度Scope1,2排出量を、生産重量及び 
生産個数比でアロケーションして算定。 
調達物の最上流からの排出及び調達先からの輸送時排出、 
製品製造時の廃棄物輸送と廃棄物処理の排出についても含む。 
事務部門や副資材等については含まない。 



＜演習＞想定ケース２（問題） 
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想定ケース２ 演習 

 想定ケース２（情報開示要求側の企業独自の質問） 
 2014年度に当社に出荷いただいた製品の、最上流（原料採掘）

から当社に届くまでの排出量と算定条件を報告してください。 
 排出量     t-CO2 
 使用した排出係数データベース 
 
 
 

 算定範囲（バウンダリ） 
 
 
 

 

工場における2014年度Scope1,2排出量を、生産重量及び 
生産個数比でアロケーションして算定。 
調達物の最上流からの排出及び調達先からの輸送時排出、 
製品製造時の廃棄物輸送と廃棄物処理の排出についても含む。 
事務部門や副資材等については含まない。 

本ケースでは演習問題から除く 



 算定範囲 
① 最上流～サプライヤーでの製造までの排出量 

 スライド38 

② サプライヤー～回答側企業の輸送 
 スライド39 

③ 回答側企業での製造（Scope1,2） 
 想定ケース１と同様の計算（ここでは演習を省略し、想定ケース１の

演習と同様に100t-CO2とする。） 

④ 回答側企業～要求側企業の輸送 
 想定ケース２の例題と同様の計算（ここでは演習を省略し、想定ケー

ス２の例題と同様に200t-CO2とする。） 

⑤ 回答側企業～廃棄物の輸送及び廃棄物処理 
 想定ケース２の例題と同様の計算（ここでは演習を省略し、想定ケー

ス２と同様に20t-CO2とする。） 
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主に考慮すべき点（算定範囲） 

①～⑤の図解はスライド26参照 

想定ケース２ 演習 



①最上流～サプライヤーでの製造までの排出量 

 活動量 
 アルミニウム（含再生）を20百万円（86.04t）購入。 

 排出係数（例） 

39 

【出典】サプライチェーンを通じた組織の温室効果ガス排出等の算定のための排出原単位データベース（ver.2.2） 
（http://www.env.go.jp/earth/ondanka/supply_chain/gvc/business/files/tools/DB_v2.2.pdf） 
[5]産業連関表ベースの排出原単位 

想定ケース２ 演習 



 活動量 
 輸送重量 86.04t 
 輸送距離 500km 
 

 排出係数 
 ガソリン燃焼時の排出係数 2.5t-CO2/kL 
 トンキロ当たりの排出係数 0.0002t-CO2/t・km 
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②サプライヤー～回答側企業の輸送 

排出係数は架空の数値です。実際の算定時には、例えば、次の文献が利用可能です。 
経済産業省・国土交通省「物流分野のCO2排出量に関する算定方法ガイドライン」 

想定ケース２ 演習 
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想定ケース２ 演習 

①と②の算定 
① 最上流～サプライヤーでの製造までの排出量 

 20(百万円) × 6.41(t-CO2/百万円) = 128.2(t-CO2) 
 or 
 86.04(t) × 1.49(t-CO2/t) = 128.2(t-CO2) 

 
② サプライヤー～回答側企業の輸送 

 86.04(t) × 500(km) × 0.0002(t-CO2/t・km) = 
8.6(t-CO2) 
 
 

＜演習＞想定ケース２（解説） 



算定結果 
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想定ケース２ 演習 

 算定結果 
① 最上流～サプライヤーでの製造までの排出量 

 128.2t-CO2 
② サプライヤー～回答側企業の輸送 

 8.6t-CO2 
③ 回答側企業での製造（Scope1,2） 

 100t-CO2 
④ 回答側企業～要求側企業の輸送 

 200t-CO2 
⑤ 回答側企業～廃棄物の輸送及び廃棄物処理 

 20t-CO2 
 

 上記の合計（回答内容） 
 456.8t-CO2 
 
 



＜演習＞想定ケース２（回答例） 
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想定ケース２ 演習 

 想定ケース２（情報開示要求側の企業独自の質問） 
 2014年度に当社に出荷いただいた製品の、最上流（原料採掘）

から当社に届くまでの排出量と算定条件を報告してください。 
 排出量  456.8 t-CO2 
 使用した排出係数データベース 
 
 
 

 算定範囲（バウンダリ） 
 
 
 

 

工場における2014年度Scope1,2排出量を、生産重量及び 
生産個数比でアロケーションして算定。 
調達物の最上流からの排出及び調達先からの輸送時排出、 
製品製造時の廃棄物輸送と廃棄物処理の排出についても含む。 
事務部門や副資材等については含まない。 

本ケースでは演習問題から除く 



目次 
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46 



よくある懸念事項 

 コスト情報が推測されるのでは？ 
⇒次スライドの通り、CO2排出量の値から、エネ
ルギー使用量を逆算することは不可能 
（もちろん、ある程度の推測は可能） 
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【再掲】＜演習＞想定ケース１（解説） 

 エネルギー使用量のアロケーション 
 アロケーション後のエネルギー使用量 

 
 

 
 
 排出係数を乗算し、排出量を算定 

 
 
 
 

 算定結果（回答内容） 
 100t-CO2 
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エネルギー使用量 加工（鉄→ネジ） 包装 

電力（kWh） 70,000 10,000 

C重油（L） 20,000 0 

エネルギー使用量 加工（鉄→ネジ） 包装 

電力（t-CO2） 35 5 

C重油（t-CO2） 60 0 

想定ケース１ 演習 

逆
算
は
ほ
ぼ
不
可
能 



最後に 

回答側企業は、要求側企業から求められて
いる内容（算定範囲、精度等）をよく確認
して対応を進める。 

単なる情報開示要求への対応に留まらず、
排出量削減等に向けた更なる企業間連携に
つなげることが理想的である。 
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